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第１問 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

(問題) 上記の事例において，以下の設問に答えなさい。 

 

設問(1)  

 部品「α」200個が約束の期日にＡ社に納品されなかったために，Ａ社は損害を被った。Ａ社は，Ｂ

社に対して，債務不履行に基づき損害賠償を請求することができるかについて説明しなさい。 

 

設問(2)  

本件交通事故で大けがをしたＤは，Ｂ社に対して，入院治療費として支出した300万円の損害賠償

を請求している。また，店舗を損傷されたＥ社は，Ｂ社に対して，店舗の修補費用として支出した150

万円の損害賠償を請求している。このことを前提として，以下の小問に答えなさい。 

① ＤやＥ社のＢ社に対する請求の根拠として考えられる民法上の制度と民法以外の法律上の制度

を指摘して，その可否を論じなさい。 

② Ｂ社は，Ｄに対して損害賠償責任を負うことは認めているが，その額について争っている。本件

交通事故の原因の一端が，Ｄの母親Ｆが友人との世間話に夢中になって，Ｄから目を離してしまっ

た隙にＤが道路に飛び出したことにもあった場合，Ｂ社の主張として考えられることを説明し，Ｂ

社の主張が認められるかを説明しなさい。 

③ 小問①で論じた民法上の制度により，Ｂ社に対して，本件店舗の損傷による損害が生じたことを

Ｅ社が知ってから４年後に初めて当該損害賠償請求がなされたものであった場合，Ｂ社は，Ｅ社の

工作機械の製造販売会社であるＡ社は，工作機械の部品を販売しているＢ社からＸ社が大量

生産している規格品であるＸ社製の工作機械用部品「α」200個を購入する契約を締結した。当

該契約では，契約締結日から１週間後にＢ社が部品「α」200個をＡ社の倉庫に納品することと

されていた。Ｂ社は，Ａ社への納品日の前に部品「α」200個を調達し，自社の倉庫で保管し，

Ｂ社の従業員Ｃが納品日にこれをＡ社の倉庫に運ぶこととなった。約束の納品日に，Ｃは，Ｂ社

所有の営業用自動車で部品「α」200個を運んでいたが，Ｃは，自動車の運転を誤って，３歳の

幼児Ｄをはね飛ばし，Ｃの運転する車もＥ社が経営する店舗に激突し，Ｃが運んでいた部品「α」

200個は使い物にならなくなった。 



Business Law１級答練【体験版】 

＜ＴＡＣ＞無断複写・複製を禁じます 

Ｂ社に対する損害賠償請求権の時効消滅を主張することができるかについて説明しなさい。  

また，小問①で論じた民法上の制度により，Ｂ社に対して，Ｄの入院治療費として300万円の損

害賠償を請求することができることをＤの親権者である両親が知ってから４年後に初めてＤの請

求がなされたものであった場合，Ｂ社は，ＤのＢ社に対する損害賠償請求権の時効消滅を主張する

ことができるかについて説明しなさい。 
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【解答例】 

設問(1) 

1.Ｂ社は，部品「α」200個を約束の期日にＡ社に納品することができなかったのであるか

ら，Ｂ社の引渡債務は履行遅滞となっている。しかし，これはＢ社の従業員Ｃの過失によ

るものであるから，Ｂ社自身には，帰責事由（民法 415 条）がないのではないかが問題と

なる。 

債務不履行が履行補助者の故意・過失によるものであった場合，履行補助者の故意・過失

が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして「債務者の責めに帰する

ことができない事由」に当たるか否かという観点から判断される。 

この点，債務者である会社の従業員に故意・過失がある場合，原則として，「契約その他の

債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして」債務者の帰責事由によるものではな

いといえない。 

2.よって，履行補助者である従業員Ｃの過失によるものである以上，Ｂ社がその他の事情

により，自己に帰責事由がないことを証明できない限り，Ａ社は，Ｂ社に対して，債務不履

行を理由に損害賠償を請求することができる。 

 

設問(2)① 

1.ＤやＥ社のＢ社に対する請求の根拠として考えられる民法上の制度として使用者責任

(民法715条)がある。そして，ある事業のために他人を使用する者は，被用者がその事業の

執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。従って，使用者責任が認められ

るためには，①被用者に不法行為責任が認められること，②使用者・被用者間の指揮監督

命令関係が存在していること，③被用者の侵害行為が使用者の事業の執行についてなされ

たことが必要である。 

 本問では，Ｂ社の従業員Ｃは，過失によってＤに入院治療費として300万円の損害を負わ

せており，Ｅ社に店舗の修補費用として150万円の損害を負わせているから，Ｃは，ＤやＥ

社に対して不法行為責任を負う(同法709条)。そして，これは，Ｂ社の被用者であるＣによ

るＢ社の事業の執行についての事故であるから，Ｂ社は，ＤやＥ社に対して使用者責任を

負う。よって，ＤやＥ社は，Ｂ社に対して，使用者責任に基づき損害賠償を請求することが

できる。 

2.また，Ｃが運転していた営業用自動車はＢ社所有であり，本件事故によりＤは負傷して

いるからＢ社は運行供用者に該当する。 

 よって，Ｂ社が，①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと，②

被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと，③自動車に構造上の欠

陥または機能上の障害がなかったことの３つの要件をすべて証明できない限り，Ｄは，Ｂ
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社に対して，自賠法3条の運行供用者責任に基づき損害賠償を請求することができる。 

 これに対して，Ｅ社の損害は物損にすぎないから，Ｅ社は，Ｂ社に対して，運行供用者責

任に基づく損害賠償を請求することはできない。 

 

設問(2)② 

1.本件交通事故の原因の一端は，Ｄの母親Ｅが友人との世間話に夢中になって，Ｄから目

を離してしまった隙にＤが道路に飛び出したことにもあることから，Ｂ社は，過失相殺(民

法722条2項)により損害賠償額を減額すべきだと主張することが考えられる。ただ，被害者

Ｄが３歳の幼児であるため，過失相殺は認められないのではないかが問題となる。 

 この点，過失相殺をするにあたっては被害者に責任能力は要せず，損害の発生・拡大を

避けるのに必要な注意をする能力である事理弁識能力が備わっていれば足りると解する。

そして，ケースバイケースの判断になるが，小学生程度の知能があれば一般に事理弁識能

力は認められる。 

本問の場合，Ｄは３歳の幼児なので，事理弁識能力を認めることはできない。よって，Ｄ

が道路に飛び出したという不注意をもって過失相殺はできない。 

2.しかし，損害の公平な分担を図るという趣旨から，直接の被害者に事理弁識能力がなく

ても，被害者側にも過失があって損害の発生・拡大の一因となった場合には，過失相殺は

可能と解する。ここに｢被害者側｣とは，被害者と身分上・生活関係上一体をなす関係にあ

る者を意味し，被害者の父母の過失は被害者側の過失として損害賠償額の算定に当たって

は考慮される。 

 本問では，Ｄの母親Ｆが友人との世間話に夢中になって，Ｄから目を離してしまった不

注意が被害者側の過失として考慮され，Ｂ社のＤに対する損害賠償額が減額される可能性

がある。 

よって，過失相殺により損害賠償額を減額すべきだというＢ社の主張は認められる。 

 

設問(2)③ 

1.小問①で論じたように，Ｂ社の従業員Ｃは，過失によってＥ社の店舗を損傷させており，

また，Ｄに入院治療費として300万円の損害を負わせているから，Ｃは，ＤやＥ社に対して

不法行為責任を負う(同法709条)。そして，これは，Ｂ社の被用者であるＣによるＢ社の事

業の執行についての事故であるから，Ｂ社は，ＤやＥ社に対して使用者責任を負う。よっ

て，ＤやＥ社は，Ｂ社に対して，使用者責任に基づき損害賠償を請求することができる。 

2.そして，不法行為による損害賠償請求権は，被害者又はその法定代理人が損害及び加害

者を知ってから３年間行使しないときは，時効によって消滅する(民法724条1号)。 

 よって，Ｂ社に対して，本件店舗の損傷による損害が生じたことをＥ社が知ってから４
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年後に初めて当該損害賠償請求がなされたものであった場合，Ｂ社は，Ｅ社のＢ社に対す

る損害賠償請求権の時効消滅を主張することができる。 

3.これに対して，人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に

ついては，被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ってから５年間行使しないと

きに時効によって消滅する(民法724条の2)。 

よって，ＤのＢ社に対する損害賠償請求権は，人の生命又は身体を害する不法行為によ

る損害賠償請求権であるから，Ｄの法定代理人であるＤの両親が，Ｂ社に対して，Ｄの入

院治療費として300万円の損害賠償を請求することができることを知ってから４年経過し

ただけでは，Ｂ社は，ＤのＢ社に対する損害賠償請求権の時効消滅を主張することはでき

ない。 
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【解 説】 

設問(1)について 

 

債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条1項) 

－ 狭義の履行補助者の故意・過失 
 

① 債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合または債務の履行が不能である場合は，債

権者は，これによって生じた損害の賠償を請求できる(民法415条1項本文)。 

ただし，債務不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者

の責めに帰することができない事由によるものである場合は，債権者は，債務不履行に基づく損

害賠償を請求できない(民法415条1項ただし書)。 

※ 帰責事由の有無を「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断

するとは，契約書の記載事項だけでなく，契約の性質，契約の目的，契約締結に至る経緯な

ど契約に関する一切の事情や取引通念などを考慮・検討して損害賠償責任を免責することが

相当かどうかを判断することを意味する。 

※ このように，債務不履行に基づく損害賠償請求権の要件として，債務者の帰責事由が必要

であるが，これについては，債務者が自己に帰責事由がないことを立証する必要がある。 

 

② 債務不履行が履行補助者(ex．債務者である会社の従業員等)の故意・過失によるものであった場

合に，債務者に債務不履行責任が認められるか否かは，履行補助者の故意・過失が上記の判断基準

に照らして「債務者の責めに帰することができない事由」に当たるか否かという観点から判断さ

れる。 

もっとも，債務者である会社の従業員に故意・過失がある場合，原則として，「契約その他の債務

の発生原因および取引上の社会通念に照らして」債務者の帰責事由によるものではないといえな

いことから，債務者である会社は，債務不履行に基づく損害賠償責任を免れることはできない。 

ex．中古車の販売・修理業者であるＡ社は中古車甲をＢに売却したが，Ａ社の従業員Ｃが甲の

引渡期日を失念していたために，約束の引渡期日にＡ社は甲をＢに引き渡すことができなか

った。この場合でも，甲の引渡債務の債務者であるＡ社の履行補助者である従業員Ｃに過失

がある以上，契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして，債務者であ

るＡ社の帰責事由によるものではないといえないことから，Ａ社は，履行遅滞に基づく損害

賠償責任を免れることはできない(Ｂは，Ａ社に対して，債務不履行に基づき損害賠償を請

求できる)。  
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設問(2)①について－使用者責任(民法715条) 

 

Ｂ社の従業員Ｃの過失により第三者Ｄ，Ｅ社に損害が発生しているから，民法上の制度として使用

者責任(民法715条)に気付いてほしい。また，Ｂ社所有の営業用自動車の運転中の事故で，Ｄについ

ては人損が生じていることから，民法以外の法律上の制度として，自賠法上の運行供用者責任に気付

いてほしい。 

この点に気付けば，あとはそれぞれの要件を指摘してあてはめるだけである。 

 

1.使用者責任の成立要件 

 事業のために他人を使用する者は，被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償す

る責任を負う。但し，使用者は，被用者の選任・監督について相当の注意をしたことなどを証明すれ

ば，責任を免れる。  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

☆重要度Ａ 

【論証例-民法 715 条の成立要件:短文用】 

使用者責任が認められるためには，①被用者に不法行為責任が認められること，②

使用者・被用者間の指揮監督命令関係が存在していること，③被用者の侵害行為が使

用者の事業の執行についてなされたことが必要である(民法 715条)。 

  

【民法 715条の要件】 

① ある事業のために「他人を使用する」こと(使用関係) 

② 「事業の執行について」損害を加えたこと 

③ 第三者への加害行為であること 

④ 被用者に不法行為(民法 709条)の要件が備わっていること 

⑤ 使用者に免責事由がないこと 

↓ 

すなわち， 

 ① 被用者に不法行為責任(民法709条)が認められること， 

 ② 使用者・被用者間の指揮監督命令関係が存在していること， 

 ③ 被用者の侵害行為が使用者の事業執行についてなされたこと 

  が必要である。 
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【論証例-民法 715 条の成立要件:中文用】 

使用者責任(民法 715条)が認められるためには，①被用者に不法行為責任が認めら

れること，②使用者・被用者間の指揮監督命令関係が存在していること，③被用者の

侵害行為が使用者の事業の執行についてなされたことが必要である。但し，使用者が

被用者の選任・監督につき相当の注意をしたこと，又は，相当の注意をしても損害が

生じたことを証明すれば使用者責任は免責される。 

 

 

2.使用者責任の成立要件②-「使用者・被用者間の指揮監督命令関係が存在

していること」 

判例によると，使用者責任の成立要件である「使用関係」とは，雇用契約などの契約関係になくて

も，事実上指揮監督命令に服する関係にあれば認められる。 

 

 Practice  

Ｘ社の経営するＡスイミングスクールにおいて，同スクールの会員Ｙは，プールサイドで転倒し，

負傷した。Ａスイミングスクールでは，インストラクターとして，派遣元事業主Ｃ社から労働者派遣

契約に基づき派遣労働者Ｚの派遣を受けている。Ｚの指導・監視に過失があった場合，Ｘ社はＹに対

して使用者責任を負うか。 

 

【解説】 

1. 労働者派遣における当事者の法律関係は，①派遣元事業主（以下，単に「派遣元」という）と派

遣労働者との間に雇用関係があること，②派遣元と派遣先企業（以下，単に「派遣先」という）と

の間に労働者派遣契約が締結されていること，③派遣先は派遣労働者に対し，指揮命令を行うこと

である（労働者派遣法2条1号）。 

 

派遣元事業主

派遣社員

派遣先事業主

労働者派遣契約

労働契約

指揮命令関係　派遣元事業主が労働法
上の責任を負う。

　派遣先事業主は
労働時間・休憩・休
日・深夜業などにつ
いての労働法上の
責任は負う。
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2. このように派遣先は派遣労働者に対し，指揮命令を行うが，派遣先と派遣労働者との間には雇用

関係がない。従って，Ｘ社は使用者責任(民法715条)を負うか問題となるが，判例によると，使用

者責任の成立要件である「使用関係」とは，雇用契約などの契約関係になくても，事実上指揮監督

命令に服する関係にあれば認められる。従って，Ｘ社はＹに対して使用者責任を負う。 

 

 

2.運行供用者責任 

 

【ポイント】 

1. 自家用自動車の所有者であれば，運転しているか否かに係わらず運行供用者の責任を負う。 

2. 自賠法の運行供用者責任は，人の生命・身体を害した場合(対人事故)のみ適用され，物損は適

用対象外である。 

3. 「運行」の意義について，通説は自動車の危険性から，駐停車中であっても，それが損害発生

の一原因となっている場合には，「運行」に該当するものとしている。 

 

 

自賠法の免責事由 

 自賠法上の運行供用者は，一般の不法行為と比べ責任が加重されている。下記の３要件をすべて証

明しなければ損害賠償責任を免れない(自賠法3条)。 

 
 

  

 

【自賠法による免責事由】 
▽ 

 ① 自己及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと 

 ② 被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと 

 ③ 自動車の構造上の欠陥または機能上の障害がなかったこと 
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☆重要度Ｂ  

【論証例-運行供用者の責任】 

企業が運行供用者に該当する場合，①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意

を怠らなかったこと，②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこ

と，③自動車に構造上の欠陥又は機能上の障害がなかったことの３つの要件をすべ

て証明しなければ損害賠償責任を免れない(自賠法 3条)。 

運行供用者責任は一般の不法行為責任を加重したものであり，厳密な意味での無

過失責任ではないが一種の無過失責任に近いものであり，最も被害者保護に厚いと

考える。 

 

 なお，加害行為と損害との間に因果関係(相当因果関係)が必要であり，かつ，加害者は相当因果関

係の範囲で損害賠償責任を負う点は一般の不法行為責任と同様である。 

 

 

 Practice  

貨物運送業を営むＸ会社の従業員Ａは，同社所有のトラックを運転して荷物の運搬に従事していた。

Ａは勤務時間中に強い眠気に襲われ，街灯がなく真っ暗な道路に，路側帯からはみ出るような状態で

トラックを駐車し，トラックのライトをすべて消灯して，仮眠に入った。そこへＢが運転する自動車

が衝突し(Ｂには過失がないものとする)，Ｂは全治3ヵ月の重傷を負い(治療費200万円)，自動車修理

代金等の物的損害を負った(損害額300万円)。 

設問(1) Ｘ社は運行供用者責任を負うか。 

設問(2) Ｘ社は運行供用者責任を負うとして，自賠法上，その賠償額はいくらか。 

 

 

【解説】 

1.設問(1)について 

 「運行」の意義について，通説は自動車の危険性から，駐停車中であっても，それが損害発生の一

原因となっている場合には，「運行」に該当するものとしている。 
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☆重要度Ｂ  

【論証例-運行供用者責任:駐車中の場合】 

Ｘ社は運行供用者であり，かつ，駐車中であっても「運行」に該当するので，Ｘ社

は，免責事由を立証しない限り，運行供用者責任を負う(自賠法 3 条)。 

 

 

2.設問(2)について 

 自賠法の運行供用者責任は，人の生命・身体を害した場合(対人事故)のみ適用され，物損は適用対

象外である。 

☆重要度Ｂ  

【論証例-運行供用者責任:適用対象】 

自賠法の運行供用者責任は，人の生命・身体を害した場合(対人事故)のみ適用され，

物損は適用対象外である。従って，Ｘ社の賠償額は 200 万円である。 

 

 

設問(2)②について 

 本件交通事故の原因の一端が，Ｄの母親Ｆが友人との世間話に夢中になって，Ｄから目を離してしまった

隙にＤが道路に飛び出したこととにもあったことから，Ｄの損害賠償請求に対して，Ｂ社は，過失相殺(民法

722条2項)により損害賠償額を減額すべきだと主張することが考えられる。本問では，被害者Ｄは３

歳の幼児であるから，まず，Ｄの過失相殺能力の有無を検討する必要がある。 

さらに，Ｄに過失相殺能力が認められないとしても，Ｄの母親Ｆの過失について被害者側の過失を検討す

る必要がある。 

 

1.過失相殺 

 過失相殺とは，損害の公平な分配という観点から，不法行為に際し，被害者にも過失があって損害

の発生や拡大の一因になった場合には，損害額から被害者の過失割合に相当する額を差し引く制度で

ある。 

 

  



Business Law１級答練【体験版】 

＜ＴＡＣ＞無断複写・複製を禁じます 

2.事理弁識能力 

 過失相殺を行うには被害者に過失があることを要するが，この過失は，不法行為の成立要件として

の過失とは異なり，被害者が損害の発生を避けるのに必要な注意をする能力(事理弁識能力)である。

ただ，過失相殺の成否は，被害者自身の事理弁識能力の有無だけではなく，次に説明する被害者側の

過失も考慮して判断される。 

 

☆重要度Ｂ  

【論証例-過失相殺-事理弁識能力:短文用】 

過失相殺をするにあたっては被害者に責任能力は要せず，損害の発生・拡大を避け

るのに必要な注意をする能力である事理弁識能力があれば足りる。ケースバイケース

の判断になるが，小学生程度の知能があれば一般に事理弁識能力を認めることは可能

である。 

 

 

3.被害者側の過失 

 被害者と一定の関係にある被害者自身以外の者に過失があるときに，その者の過失も過失相殺を行

うにあたり被害者側の過失として考慮される。 

 

□具体例 

① 幼児が被害者の場合には親権者の過失は，損害賠償額の算定にあたって被害者側の過失と

して考慮される。 

② 夫の運転する自動車に同乗し負傷した妻からの損害賠償請求に対しては夫の過失も被害

者側の過失として考慮される。 

 もっとも，被害者側の過失として考慮される者の範囲は，損害の公平な分配の観点から妥当

であると認められる範囲に限定される。 

 

■ 「被害者側」の範囲に関する最高裁判例 

 被害者の幼児が保育園児である場合の保育園の保育士の過失は，被害者側の過失として考慮

されない。 

過失相殺能力
▽

□意義
　事理弁識能力があれば足りる。

□この能力が欠けた場合の効果
　過失相殺できない。

責任能力
▽

□意義
　自己の行為が違法なものとして法律上非難されるもので
あることを弁識しうる能力＝責任弁識能力

□この能力が欠けた場合の効果
　不法行為責任を負わない。
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☆重要度Ｂ  

【論証例-過失相殺-被害者側の過失:短文用】 

直接の被害者に事理弁識能力がなくても，被害者側にも過失があって損害の発生・

拡大の一因となった場合に，過失相殺が可能である。ここに｢被害者側｣とは，被害者

と身分上・生活関係上一体をなす関係にある者を意味する。 

従って，直接の被害者が子の場合，父母の過失は被害者側の過失として損害賠償額

の算定に当たって考慮されるが，保育士の過失は被害者側の過失として考慮されな

い。 

 

 

設問(2)③について 

不法行為責任と債務不履行責任の異同 
 

 債務不履行責任(民法 415条) 不法行為責任(民法 709条等) 

損害賠償の方法 原則として金銭賠償 原則として金銭賠償 

(1)過失の立証責任 

 債務者が契約その他の債務の発生原

因および取引上の社会通念に照らして

自己の帰責事由によるものでないこと

を立証しなければならない。 

 債権者(被害者)が債務者(加害

者)の過失を立証しなければなら

ない。 

(2)消滅時効 

債権者が権利を行使することができ

ることを知った時(主観的起算点)から

５年または権利を行使できる時(客観

的起算点)から 10年(民法 166条 1項) 

ただし，人の生命又は身体の侵害に

よる損害賠償請求権の客観的起算点か

らの消滅時効期間は 20年(民法 167

条)｡ 

 

 損害及び加害者を知った時か

ら３年 or 行為の時から 20 年(民

法 724条)。 

ただし，人の生命又は身体を害

する不法行為による損害賠償請

求権の主観的起算点からの消滅

時効期間は５年(民法 724 条の

2) 。 

(3)過失相殺 
責任の減免可能＆必要的考慮(民法

418条) 

 減額に限る(責任の免除不可)

＆任意的考慮(民法 722条 2項) 

 

 


